
 

熊本県外国人介護人材住居借上支援事業費補助金 

交付要領 
（趣旨） 

第１条 熊本県外国人介護人材住居借上支援事業費補助金（以下「補助金」という。）
の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以
下「規則」という。）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）
に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 
（補助事業者） 

第２条 補助金の交付対象者は、県内に所在する介護保険法（平成９年法律第１２３
号）に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者であって、運営する介護保
険施設等で受け入れる外国人介護人材用の住居（以下「補助対象住居」という。）を
借り上げ、居住させている者とする。 

 

（外国人介護人材の在留資格） 
第３条 補助金の交付対象となる外国人介護人材は、「特定活動（経済連携協定に基
づく外国人介護福祉士候補者に限る。）」、「介護」、「技能実習」又は「特定技能１号」
の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とする。 

 
（補助対象経費） 

第４条 補助金交付の対象経費は、別表のとおりとする。 
 
（補助基準額） 

第５条 補助基準額は、次の各号に掲げるとおりとする。 
 （１） １戸あたりの月額から居住者負担額及び他の補助金制度による収入を控

除した額の１／２以内（１万５千円を上限）。 

 （２） １戸に複数人で入居する場合は、補助対象経費の合計額を入居人数で除
した額から入居者毎の居住者負担額及び他の補助金制度による収入を控除
した額の１／２以内（１万５千円を上限）。 

 （３） 補助金の交付限度額は、１施設等につき２０万円とする。 
 
（補助事業の期間） 

第６条 補助事業の期間は、当該年度の４月１日から３月３１日までの期間のうち、
雇用を開始しかつ補助対象住居へ入居した日（以下「入居日」という。）から、雇用
終了等により補助対象住居から退去した日又は入居日から１年を経過する日まで
とする。 

２ 入居日が当該年度の４月１日以前であり、かつ、過去に当該補助金の交付を受け
ていない外国人介護人材は、前項の期間を申請できるものとする。 

３ 入居日が当該年度の４月１日以前であり、かつ、過去に当該補助金の交付を受け

た外国人介護人材は、第１項の期間から既に交付を受けた月数を除いた期間を申請
できるものとする。 

 
（交付申請） 

第７条 要項第３条第１項の申請書の提出部数は 1部とし、その提出期限は別に定め
る。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書は、別記第１号様式によるものとする。 



 

３ 要項第３条第２項第３号のその他必要とする書類は、次のとおりとする。 

 （１） 所要額調書（別記第２号様式） 
 （２） 補助対象外国人介護人材一覧（計画）（別記第３号様式） 
 （３） 誓約書（別記第４号様式） 
 （４） 家賃や賃貸借期間等の確認ができる書類 
 （５） 雇用期間の確認ができる書類 
 （６） その他知事が必要と認める書類 
 
（補助事業の内容等の変更） 

第８条 要項第５条第２項の変更申請書の提出部数は１部とし、提出期限は毎年２月
２８日までとする。 

２ 要項第５条第２項の変更申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。 
（１） 変更後の収支予算書（要項別記第２号様式を準用する。） 
（２） 変更後の所要額調書（別記第２号様式を準用する。） 

３ 要項第５条第２項の事業変更計画書は、別記第１号様式を準用するものとする。 
 
（申請の取下げ） 

第９条 要項第６条の規定により申請を取り下げることができる期間は、交付決定通
知を受理した日から３０日を経過する日までとする。 

 
（実績報告） 

第 10 条 要項第９条第１項の実績報告書の提出部数は１部とし、その提出期限は別
に定める。 

２ 要項第９条第２項第１号の事業実績書は、別記第５号様式によるものとする。 
３ 要項第９条第２項第３号のその他知事が必要と認める書類は、次のとおりとする。 
 （１） 補助金精算調書（別記第６号様式） 

 （２） 補助対象外国人介護人材一覧（実績）（別記第７号様式） 
 （３） 外国人介護人材の住居が確認できる書類 
 （４） 家賃や賃貸借期間等の確認ができる書類 
 （５） 雇用期間の確認ができる書類 
 （６） その他知事が必要と認める書類 
４ 要項第９条第３項の実績報告書の提出期限は、事業を完了した日から３０日以内
又は交付決定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 
（雑則） 

第 11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
この要領は、令和６年１２月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

この要領は、令和７年１２月１７日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

  



 

別表（第４条関係） 

対象経費 

外国人介護人材を受け入れる際に、県内の介護サービス事業者が借り上げる住居の

家賃及び共益費（管理費） 

 

※補助対象住居の家賃等に光熱水費やインターネット回線使用料等が含まれる場

合は、それらを除いた額を対象経費とする。 

※敷金、礼金、更新料、自治会費、駐車場代等は補助対象外。 

 


